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掛川市条例第９号

掛川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月２３日

掛川市長

（別紙）
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掛川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例

掛川市立幼稚園保育料等徴収条例（平成17年掛川市条例第151号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に

改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。

改 正 前 改 正 後

（保育料） （保育料）

第２条 保育料の額は、次の各号に掲げる保育料 第２条 保育料の額は、次の各号に掲げる保育料

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 預かり保育料（学校教育法施行規則（昭和 (2) 預かり保育料（学校教育法施行規則（昭和

22年文部省令第11号。以下この号において 22年文部省令第11号。以下この号において

「省令」という｡)第38条に規定する教育課程 「省令」という｡)第38条に規定する教育課程

に係る教育時間の終了後及び省令第39条にお に係る教育時間の開始前及び終了後並びに省

いて準用する省令第61条第３号に規定する休 令第39条において準用する省令第61条第３号

業日に掛川市立幼稚園に在園する幼児（以下 に規定する休業日に掛川市立幼稚園に在園す

「園児」という｡)を対象として行う教育活動 る幼児（以下「園児」という｡)を対象として

に係る保育料をいう。以下同じ｡) 行う教育活動に係る保育料をいう。以下同

じ｡) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 延長利用 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額

(ｱ) 午前７時15分から午前８時30分までの

利用 月額4,000円（８月にあっては、

日額200円）

(ｲ) 午後５時から午後６時までの利用 月

額2,000円（８月にあっては、日額100

円）

２ 前項の規定にかかわらず、月の途中における ２ 前項の規定にかかわらず、月の途中における

入園若しくは開始又は退園若しくは中止に係る 入園若しくは開始又は退園若しくは中止に係る

幼稚園保育料及び同項第２号アに掲げる預かり 幼稚園保育料並びに同項第２号ア及びウに掲げ

保育料（８月分を除く。以下この項において同 る預かり保育料（８月分を除く。以下この項に

じ｡)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応 おいて同じ｡)の額は、次の各号に掲げる場合の

じ、当該各号に定める額とする。 区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）
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附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。


